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つまり，安易にSBSと診断してきたシステムが根
底から揺さぶられてしまう事態を招きかねない ! !
　ほどない 2 月28日の第196回国会（衆議院）に
このシンポジウムを意識した質問書が提出され，
3 月 9 日には答弁が出されているのには驚いた。
質問提出の議員名は分かるが，本当の危機感を
持った人物が誰なのかは目下不明である。やり取
りは衆議院のHPで見ることができる。
　厚生労働省の「子ども虐待対応の手引き（以下

“手引き”）」がいわゆるSBSの有無の一つの判断
基準になっていることを踏まえ，『児童相談所の

「一時保護」と「乳幼児ゆさぶられ症候群（SBS）」
に関する質問主意書』は出された。現場で働く関
係者の切実な戸惑いや疑問や苦悩を反映した，根
源的で厳しい内容だったが，政府（厚労省）の回
答は，過去の研究成果に準ずると言うだけであっ
た。
　質問の白眉は，欧米の研究でSBS理論には疑問
があるとされ，ごく最近，日本弁護士連合会（日
弁連）でも，「SBS理論は保護者が子どもに虐待
を行ったという冤罪を作り出していく危険性があ
る」と警告を発していることからの「政府は“手
引き”などを見直す考えはないか」だった。回答
では，「総合的に判断すべきであると考えている
が，現時点では，“手引き”（平成25年度版）にお
けるSBSに関する記載を見直す考えはない」と
あった。つまり厚労省の役人に危機感はなく，責
任は“手引き”を作成した医師達にあるかの答弁
だった。この“手引き”によって，医師も病院関
係者も児童相談所も警察も検察も動いているわけ
だから，「日本の対応は，お手本とした米国と同じ」
というわけだ。
　国際的な雑誌pediatric radiologyの 5 月号に，
SBS検証プロジェクトに反撃する各国際学会から
のAHT（虐待による頭部外傷）に関する共同声
明の論文が掲載されている。編集長の序文には，

日本小児科学会も賛同している旨が記載されてい
た。日本の脳神経外科医が最もこだわっている 2
点，家庭内での事故原因の「低位落下」のことと，
くも膜下腔の広い子どもに事故が多いことは恣意
的と思われるほどに否定的扱いであった。日本小
児科学会の名前を使い，今後の裁判にて「この内
容が世界の大勢を占めるコンセンサスである」と
検察側が主張することが予想される。策士は誰な
のか？
　 5 月20日第38回日本脳神経外科コングレスの

「脳神経外科救急医療」のコーナーでは，「小児虐
待における脳神経外科医の役割：再考」を，三木
保（東京医科大学医療の質・安全管理学講座）教
授が講演した。友人の講評は，「大変要領よく
reviewされていました。中村Ⅰ型（家庭内で起
こる乳幼児急性硬膜下血腫）のこともとても強調
された内容でした。スウェーデンからの論文や日
本でもSBSプロジェクトが立ち上がっていること
などにも触れていました。コメンテーターの荒木
尚先生と，『脳神経外科医もこの問題を避けずに，
取り組んでほしい』と強調されていました」だっ
た。
　前回（212）でも取り上げた 3 月13日の大阪地裁・
児童虐待有罪判決を追う関西テレビは， 5 月26日
深夜「ザ・ドキュメント『ふたつの正義　検証・
揺さぶられっ子症候群』」を約 1 時間放送した。
虐待を憎むがゆえに冤罪もいとわないという検察
側の医師の立場と相対する弁護士の立場が鮮明
だった。
　 6 月 9 日には，東京での第46回日本小児神経外
科学会の会員向け社会教育セミナーで「小児虐待
診断における脳神経外科医の役割」が取り上げら
れる。講師は二人，小児脳神経外科領域の第一人
者の西本博医師の「Abuse Head Trauma の診断
における今日的問題点と今後の課題─小児脳神経
外科医の立場から─」と，最高検察庁刑事政策推
進室の名倉俊一氏の「小児虐待診断における脳神
経外科医の役割〜検察の立場から〜」である。
　このあと，夏・秋に小児科医が主体の各学会で
も，SBS問題は取り上げられていく。How many 
times？　進行方向は決まっている。

ペーパークラフト：松田祐樹

写真：桜井ただひさ

愛玩具　ピーグル
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病院概要

　国立病院機構さいがた医療
センター（以下，当院）は，
新潟県の中では富山県側に位
置します。車で10分の所に日
本海， 1 時間弱で妙高山があ
り，夏は海水浴客，冬はスキー
客が多く，四季を通して観光
客で賑わいます。平成27年 3
月14日には東京駅─金沢駅間
を結ぶ北陸新幹線の開業によ
り，東京駅─上越妙高駅間は
最短で112分と関東エリアへのアクセスも充実し
てきました。
　当院の沿革を図 1に示します。当院は，精神科
病棟 3 病棟（急性期治療病棟，慢性期治療病棟，
医療観察保護病棟），神経内科病棟 2 病棟，重症
心身障がい児（者）病棟 2 病棟を有しています。
　当院の特色の一つに医療観察法＊病棟がありま
す。社会復帰を目的とし急性期，回復期，社会復
帰期の 3 ユニットから構成され，ユニットごとに
社会復帰のためのプログラムが構成されていま
す。

＊医療観察法とは，心神喪失等の状態で重大な他害行為
を行った者の医療及び観察等に関する法律の第 1 章総
説において，「この法律は，心神喪失等の状態で重大な
他害行為（他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。）
を行った者に対し，その適切な処遇を決定するための
手続等を定めることにより，継続的かつ適切な医療並
びにその確保のために必要な観察及び指導を行うこと
によって，その病状の改善及びこれに伴う同様の行為
の再発の防止を図り，もってその社会復帰を促進する

ことを目的とする。」と規程（厚生労働省，心神喪失者

等医療観察保護法より引用）

　神経内科病棟では，パーキンソン病，筋萎縮性
側索硬化症（ALS），多発性硬化症（MS）を中心
とした患者が入院しています。レスパイト入院と
して定期的な入退院を繰り返すことや，施設と病
院を行き来する患者も多く入院しています。レス
パイト入院とは，介護者が日々の介護に疲れを感
じ，介護不能になることを予防する目的で患者を
短期間入院させ，次回の在宅介護への疲れを癒す
ための入院のことを言います。
　重症心身障がい児（者）病棟では，図 2の判断
基準を満たすものとされています。一般的には図
2に示す1, 2, 3, 4に該当する患者を呼ぶが，当院
では強度行動障害を持つ歩く重心障害児（者）（図
2の5, 6, 10, 11, 17, 18）も入院していることが，
当院の特徴の一つになります。重心障害児（者）
病棟では，絶えず呼吸器が必要となる患者から，
歩行はできるものの知的障害により介助が常に必
要な患者等が入院しています。
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関信地区国立病院薬剤部科紹介（11）

さいがた医療センター薬剤科について

国立病院機構　さいがた医療センター　薬剤科

新保　　一 ，伊東　秀幸
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薬剤科概要

薬剤師数 5 名（平成30年 4 月現在）
［平成29年度実績］
処方せん枚数
外来処方せん枚数：1374枚/月

（院外処方せん発行率　約96%）
入院処方せん枚数：1763枚/月
注射せん枚数：456枚/月
持参薬鑑別件数：26件/月
薬剤管理指導算定件数：236件/月
退院時指導加算件数：15件/月
チーム医療への参画： 感染対策チーム，栄養サ

ポートチーム，褥瘡対策
チーム

資格等： 日本臨床薬理学会認定CRC，スポーツ
ファーマシスト，感染制御認定薬剤師，
精神科薬物療法認定薬剤師

電子カルテ：㈱Nais Medical Leader-Record

調剤支援システム：㈱トーショーPIシステム

1 ．業務内容

　調剤業務及び，病棟での服薬指導が中心となっ
ています。患者の入院時には，持参薬鑑別業務を
行い患者の服薬状況の把握を行っています。持参
薬管理については以前に本誌でご紹介させていた
だきました（平成28年 7 月 7 日　第2948号）。
　人員不足や，病院の特殊性などから薬剤師の病
棟常駐は実施しておらず，病棟薬剤業務実施加算
の算定は行っておりません。しかしながら，近年，
服薬指導業務を通じ病棟とのコミュニケーション
が図られる中，病棟カンファレンスへの参加要請
や，病棟スタッフを対象とした勉強会の開催が要
望されるなど，対患者のみならず，医療従事者間
での情報共有やディスカッションをする機会が増
えてきており，病棟での薬剤師の必要性が高まり
つつある状況にあります。以下に当薬剤科が病棟
看護師と共に関わってきた内容をご紹介します。

図 1　さいがた医療センターの概要と沿革
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2 ．地域移行準備プログラムへの参加

　厚生労働省は平成16年 9 月に「精神保健福祉政
策の改革ビジョン」の発出以来，「入院医療中心
から地域生活中心へ」の基本理念の下，政策を進
めています。精神科病院からの退院者の状況とし
て，入院期間が長期化することにより退院するこ
とが難しくなる現状があります（平成23年度精神・
障害保健課調べより）。また， 1年以上入院して
いる患者の年齢分布では高齢者の割合も増加して
います（患者調査より）。また，平成25年には改

正精神保健福祉法が施行され，精神障害者の地域
生活における生活の移行を推進し，精神障害者の
医療に関する指針の策定，保護者制度の廃止，医
療保護入院における入院手続き等の見直しが行わ
れ患者の入院制度の見直しが図られるとともに，
入院患者の地域移行を推進してきました。同法33
条において，医療保護入院患者の退院後の生活環
境に関する相談及び退院後生活環境相談員を設置
すること。医療保護入院患者又はその家族等に対
して，これらの者から相談に応じる必要な情報提
供等を行う地域援助事業者を紹介すること。医療

図 2　�平成29年度医療的ケア児等の地域支援体性構築に係る担当者会合会議
　　　医療ケアが必要な障害児への支援の充実に向けて
　　　（平成29年10月16日�より抜粋一部改変）
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保護入院患者の退院による地域生活への移行を促
進するための体制を整備することを義務付けまし
た。
　当院では，慢性期病棟を中心に平成24年度より
長期入院患者を退院，地域へ定着させるため，医
師，看護師，精神保健福祉士，作業療法士，そし
て地域の支援相談員の参加協力のもと地域移行準
備プログラム（通称：きらきらしんぼりがわ）を
立ち上げ約 6 回を 1 クールとして年に 2 回の実施
を行ってきました。
　対象者は入院中の統合失調症患者の中から，担
当看護師がADL，日中の様子，睡眠，服薬管理，
金銭管理，対人面等をワークシートに記入しプロ
グラムに参加する必要があると考えられる患者を
対象としています。
　プログラムの内容は，「病気について」，「薬に
ついて」，「日常生活について」，「地域の施設につ
いて」，「ピアサポーターの話」等があり各内容に
合わせて該当の職種が担当しています。平成26年
から薬剤科として参加を開始し，以前は医師が講
義を行っていた「薬の作用について」，「服薬管理」，

「病気について」等を担当し講義形式やグループ
ワーク形式にて患者の病状に合わせた内容を実施
しています。内容の検討では担当看護師等，他職
種との会議を行い検討しています。本プログラム
では入院期間が長期化している患者は，社会との
接点が限られており，このような機会を得ること
で退院への一歩を踏み出すことができるのではな
いかと考えています。
　特に患者に好評なプログラム内容として，近隣
の就労支援施設へ外出し見学することや，栄養士
による調理実習は評判が良いです。

3 ．服薬支援教室の実施

　統合失調症患者は陽性症状，陰性症状のみなら
ず，再燃を繰り返すことにより認知機能障害が社
会復帰へ向けて大きな壁となります。また，双極
性障害では躁状態を自身で理解し早期に対処する
ことが必要であると考えています。患者は病識が
乏しく治療の必要性を認識させ，服薬アドヒアラ
ンスを向上させることが重要です。服薬アドヒア
ランスの低下は再入院の原因の一つと考えられ，
このことから，退院後も服薬継続を行うことを目
的に，平成29年度より服薬支援教室を定期的に開

催しています。今まで行ってきた講義内容として
「統合失調症について」「双極性障害について」（病
気の講義では各疾患に罹患している患者を選定），
その他に「睡眠」，「排便」，「ストレス」など，退
院後を見据え退院生活で必要なものも取り入れ幅
広い内容で行っています。講義前に，受講患者へ
DAI 10（Drug Atittude Inventory）を実施し，
患者の服薬意識について調査することや，ストレ
ス，睡眠の講義ではセルフモニタリングの資料と
して看護師と情報共有を行い今後の治療に活用し
ています。

4 ．病棟勉強会の開催

　病棟看護師との服薬指導を通じ，看護側から薬
剤の知識不足を感じていると話があり，平成29年
度より薬剤科による病棟勉強会を開催することに
なりました。勉強会の内容は，病棟看護師がスタッ
フ全員へアンケートを実施し，患者と特に疑問や
知識不足を感じている内容を以下の①，②，③と
し行いました。
①便秘治療薬

　便秘疾患についての概要，便秘治療薬の概要，
便秘習慣，ブリストルスケールなどの説明。

②抗精神病薬
　抗精神病薬の歴史，薬学的作用，DIEPSS（薬
剤性錐体外路症状評価尺度），DAI-10などの説
明。

③食品との相互作用
　薬の吸収・代謝，薬物動態学的相互作用（薬
物の分布・吸収代謝，排泄に影響を与える因子），
薬力学的相互作用（薬物と食品，嗜好品，健康
食品など）の説明。

　勉強会実施後にはアンケートを行い，看護師か
ら「難しい部分もあったが，資料を見直し復習し
たい」，「図を使って説明して分かりやすかった」
等，評価をもらいました。平成30年度では新採用
者への学習として勉強会を開催する予定になって
います。
　看護師は，日常的に患者と接する上で薬物療法
の効果と副作用についてのモニタリングは必須と
考えます。しかしながら，学生期のカリキュラム
のみでは薬理学の知識が不足しており，薬剤師や
他職種との統一した視点で一人の患者を観察でき
るよう知識の共有は必要であると考えられること
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保護入院患者の退院による地域生活への移行を促
進するための体制を整備することを義務付けまし
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師，看護師，精神保健福祉士，作業療法士，そし
て地域の支援相談員の参加協力のもと地域移行準
備プログラム（通称：きらきらしんぼりがわ）を
立ち上げ約 6 回を 1 クールとして年に 2 回の実施
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金銭管理，対人面等をワークシートに記入しプロ
グラムに参加する必要があると考えられる患者を
対象としています。
　プログラムの内容は，「病気について」，「薬に
ついて」，「日常生活について」，「地域の施設につ
いて」，「ピアサポーターの話」等があり各内容に
合わせて該当の職種が担当しています。平成26年
から薬剤科として参加を開始し，以前は医師が講
義を行っていた「薬の作用について」，「服薬管理」，

「病気について」等を担当し講義形式やグループ
ワーク形式にて患者の病状に合わせた内容を実施
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3 ．服薬支援教室の実施
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ことが必要であると考えています。患者は病識が
乏しく治療の必要性を認識させ，服薬アドヒアラ
ンスを向上させることが重要です。服薬アドヒア
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その他に「睡眠」，「排便」，「ストレス」など，退
院後を見据え退院生活で必要なものも取り入れ幅
広い内容で行っています。講義前に，受講患者へ
DAI 10（Drug Atittude Inventory）を実施し，
患者の服薬意識について調査することや，ストレ
ス，睡眠の講義ではセルフモニタリングの資料と
して看護師と情報共有を行い今後の治療に活用し
ています。

4 ．病棟勉強会の開催

　病棟看護師との服薬指導を通じ，看護側から薬
剤の知識不足を感じていると話があり，平成29年
度より薬剤科による病棟勉強会を開催することに
なりました。勉強会の内容は，病棟看護師がスタッ
フ全員へアンケートを実施し，患者と特に疑問や
知識不足を感じている内容を以下の①，②，③と
し行いました。
①便秘治療薬

　便秘疾患についての概要，便秘治療薬の概要，
便秘習慣，ブリストルスケールなどの説明。

②抗精神病薬
　抗精神病薬の歴史，薬学的作用，DIEPSS（薬
剤性錐体外路症状評価尺度），DAI-10などの説
明。

③食品との相互作用
　薬の吸収・代謝，薬物動態学的相互作用（薬
物の分布・吸収代謝，排泄に影響を与える因子），
薬力学的相互作用（薬物と食品，嗜好品，健康
食品など）の説明。

　勉強会実施後にはアンケートを行い，看護師か
ら「難しい部分もあったが，資料を見直し復習し
たい」，「図を使って説明して分かりやすかった」
等，評価をもらいました。平成30年度では新採用
者への学習として勉強会を開催する予定になって
います。
　看護師は，日常的に患者と接する上で薬物療法
の効果と副作用についてのモニタリングは必須と
考えます。しかしながら，学生期のカリキュラム
のみでは薬理学の知識が不足しており，薬剤師や
他職種との統一した視点で一人の患者を観察でき
るよう知識の共有は必要であると考えられること
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から，今後もこの取り組みを続
け，薬理学の知識を持ったうえ
で患者と接することができる
看護師の教育・育成が重要であ
ると考えます。

5 ．チーム医療としての
薬剤師

　当院は平成24年 4 月より感
染対策防止加算 2を取得し感
染制御チーム（以下，ICT）の
一員とし医師（ICD），及び感
染管理認定看護師（CNIC）と
検査科，薬剤師にて週 1回の院
内ラウンドを実施しています。
　実施内容は，主に環境ラウン
ドや抗菌薬の適正使用につい
て，速乾性手指消毒薬を適切な
タイミングで実施することや
手技が適切に実施されている
ことを確認している。ICTメン
バーは年度の初めにワーク
ショップ班，マニュアル班，
サーベイランス班，PR班に分
かれ前年度からの課題に継続
して取り組んでいます。
　ICT担当薬剤師は平成25年度
よりサーベイランス班を担当
しており，速乾性手指衛生消毒薬の使用量，適正
使用の検討をしています。平成26年度では患者と
接する機会が多く介助が必要な病棟（特に重症心
身障害児（者）病棟，神経内科病棟）と，患者と
接する機会が少なく患者への介助を必要としない
病棟（特に医療観察保護病棟）があることから，
図 3に示す手指衛生サーベイランスワークシート
を看護師とともに作成しました。各部署から対象
患者を抽出し一患者当たりの 1日に必要な手指衛
生回数を算出。実際に使用した速乾性手指消毒薬
の使用量と，必要と考えられる速乾性手指消毒薬
の使用量を用いて手指衛生遵守率を算出すること
とし，各病棟での手指衛生遵守率を用いて評価し
ました（サーベイランスの成果については平成26

年日本環境感染学会にて発表）。

6 ．おわりに

　本年度より新体制となり，精神科にも活気が戻
りつつある状況であります。他職種に負けぬよう，
新たな目標の立案，参画を行うとともに，薬剤科
のみならず，他職種との連携を重視し，お互いの
強み，弱みを共有することで，当院の基本理念に
もある「良い医療を安全に，心を込めて」を実行
することができるのではと考えています。一人で
も多くの患者が安全，安心な医療を受けることが
できるよう，薬剤師として関わり続けていきたい
です。

図 3　手指衛生サーベイランスワークシート


